
 

玄海１，２号機 廃止措置第２段階における 

解体撤去の作業内容について 
 

玄海１，２号機廃止措置第２段階における、放射能が低い設備の解体撤去は、

設備の放射能レベルを踏まえ、放射能レベルの低いものから順次実施する計画と

しています。 

また、汚染のない２次系設備（タービンへ蒸気を供給する系統）の解体撤去に

ついても、第１段階に引き続き計画通り進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）用語の説明 

 ・廃止措置 

   運転を終了した原子力発電所について、全ての施設の解体撤去を実施すること。 

安全且つ着実に施設の解体撤去作業を行うために廃止措置計画を定め、原子力

規制委員会の認可を受ける必要がある。 

 

 ・低線量設備 

    放射能レベルが低い１次系設備。 

（原子炉容器や蒸気発生器などの１次系の主要設備は第３段階で解体撤去） 

 

以 上 

Ⅰ.解体工事準備期間 Ⅱ.原子炉周辺設備等解体撤去期間（2026年度～2040年度） 

Ⅲ.原子炉等解体撤去期間（2041年度～2047年度) Ⅳ.建屋等解体撤去期間（2048年度～2054年度） 

（玄海１号機：2017年７月13日～2025年度） 
（玄海２号機：2020年６月29日～2025年度） 

汚染のない２次系設備の解体
撤去（全期間を通じて実施） 

（タービン周り等） 

１次系設備の汚染状況の調査範囲（原子炉周り等） 

・汚染のない２次系設備を解体撤去します。 
・１次系設備の汚染状況の調査及び汚染除去をします。 

・１次系設備のうち低線量設備を解体撤去します。 
・使用済燃料の１，２号機施設外への搬出を完了します。 
・新燃料の燃料加工メーカへの譲り渡しを完了します。 

使用済燃料プール
から使用済燃料を
搬出 

・放射能の減衰を待って、原子炉容器、蒸気発生器等を解体
撤去します。 

・建屋内の汚染物を撤去した後、最後に建屋を解体撤去し  
ます。 

※放射性物質による汚染のない地下建屋、地下構造物及び
建屋基礎を除く。 

（別 紙） 

放射能が低い設備 

汚染のない２次系設備 

第２段階における解体撤去作業 


